
 

意見募集要項 

 

田辺広域一般廃棄物処理施設（可燃ごみ処理施設及びリサイクル施設）整備用地選定に

係る３次選定の考え方（案）に対するパブリックコメント（意見募集）の実施について 

 

【意見募集の趣旨及び目的】 

現在、田辺周辺広域市町村圏組合（以下、「組合」という。）を構成する田辺市、みな

べ町、白浜町、上富田町、すさみ町（以下、「構成市町」という。）における焼却施設は、

田辺市ごみ処理場、白浜町清掃センター、すさみ町ごみ焼却場の３施設があるものの、

いずれも経年使用による施設の老朽化が進んでいることから、新たな一般廃棄物処理施

設の整備が課題となっています。また、ごみ処理行政においては経済面、効率面での最

適化を実現する方策として広域的なごみ処理体制の構築が重要とされており、構成市町

においても経済負担の縮減、ごみ処理の効率化等を考慮し広域による一般廃棄物処理施

設整備を検討するため、令和６年３月に一般廃棄物処理施設整備基本構想（以下「基本

構想」という。）を策定しました。 

当該基本構想では、構成市町の可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック、ペッ

トボトルを主な処理対象とした可燃ごみ処理施設及びリサイクル施設等からなる新た

な一般廃棄物処理施設の整備を計画することとしており、４つの基本方針（①安全・安

定的なごみ処理をできる施設、②環境保全に配慮した施設、③資源循環・エネルギー回

収に優れた施設、④経済性に優れた施設）を設定し、施設整備を進めていくこととしま

した。 

これを受けて当組合では、令和６年 10 月に学識経験者等で構成する一般廃棄物処理

施設用地選定検討委員会を設立し、地図上での絞り込みによる方法により一般廃棄物処

理施設の整備に適した用地の選定を進めており、これまで１次選定及び２次選定の審議

を終了しています。１次選定では、法令や条例等で定められた建設等の制限に係る規制

解除が困難な地域や被害想定の甚大な災害想定区域、２次選定では、防災面の状況や社

会基盤整備状況、教育・医療・福祉施設などから一定距離範囲にある地域等をそれぞれ

除外しました。次に実施する３次選定では、１次選定及び２次選定において抽出された

地域を対象に、環境保全性、経済性、利便性、土地形状などを総合的に判断した上で、

一般廃棄物処理施設の整備に適している地域を選定することとしております。 

つきましては、田辺広域一般廃棄物処理施設整備用地選定に係る３次選定の考え方

（案）について、構成市町の住民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見

を募集いたします。 

 

【意見募集の対象】 

田辺広域一般廃棄物処理施設（可燃ごみ処理施設及びリサイクル施設）整備用地選定



に係る３次選定の考え方（案）について（別紙参照） 

※なお、１次選定及び２次選定の選定結果については別紙を参照ください。 

 

【提出先及び提出方法】 

別紙意見提出書様式に記入の上、次のいずれかの方法で送付願います。 

(1) 電子メールの場合 

メールアドレス：t-kouiki5@mb.aikis.or.jp  

田辺周辺広域市町村圏組合事務局 宛  

(2) 郵送の場合  

〒646-8580  

和歌山県田辺市朝日ヶ丘 23-1 西牟婁総合庁舎１階  

田辺周辺広域市町村圏組合事務局 宛 

(3) ＦＡＸの場合  

ＦＡＸ番号：0739－26－7700  

田辺周辺広域市町村圏組合事務局 宛  

(4) 持参の場合  

和歌山県田辺市朝日ヶ丘 23-1 西牟婁総合庁舎１階  

田辺周辺広域市町村圏組合事務局 

※受付時間 意見募集期間中の午前９時から午後５時 45分まで 

（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

 

【意見提出書様式】 

意見提出書様式は、以下の方法で入手いただけます。 

(1) ウェブサイトからのダウンロード 

田辺周辺広域市町村圏組合ホームページからダウンロードできます。 

(2) 田辺周辺広域市町村圏組合事務局および構成５市町の窓口にて配布しております。 

・田辺市環境課（和歌山県田辺市東山一丁目 5番 1号） 

・みなべ町総務課（和歌山県日高郡みなべ町芝 742番地） 

・白浜町生活環境課（和歌山県西牟婁郡白浜町 1600番地） 

・上富田町住民課（和歌山県西牟婁郡上富田町朝来 763番地） 

・すさみ町環境保健課（和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見 4089番地） 

 

【意見募集の期間】 

令和７年８月１日（金）～令和７年９月１日（月） 

 

 



 

【意見を提出できる方】 

(1) 構成市町に住所を有する方 

(2) 構成市町に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

(3) 構成市町に存する事務所又は事業所に勤務する方 

(4) 構成市町に存する学校に在学する方 

 

【その他】 

(1) いただいた御意見等の概要及びこれに対する組合の考え方を、ホームページ等を 

通じて公表します。 

(2) 御意見に対し、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承願います。 

(3) 個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の取扱いには十分注意し、個人 

が特定できるような内容は掲載しません。 


